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広報あぐい　２００８年３月１５日号

　４月から７５歳以上の方（６５歳以上で一定の障害があると認定された方）は、「後期高齢者医療制度」に
加入し、後期高齢者医療制度の保険料を納めることになります。 
※　この新しい制度は、愛知県を単位とする「広域連合」が運営します。 

■問い合わせ先 
保険課医療年金係　 
fl（４８）１１１１　　 
（内２５７・２１５）　　 

○平成２０年３月まで ●平成２０年４月から 

老 人 保 健 制 度  
７５歳以上の国民健 
康保険被保険者 

７５歳以上の会社の健康保険、
共済組合、船員保険などの被
保険者およ 
び被扶養者 

一定の障害がある
と認定された６５歳
以上の人 

後期高齢者医療制度  
７５歳以上の人および一定の障害があると認定された６５歳以上の人すべてが、 

後期高齢者医療制度の被保険者 

保険料 保険料 
○　後期高齢者医療制度では、加入者一人ひとりが保険料を納めます。 
○　保険料は、一人当たりいくらと決められる「均等割額」と所得に応じて決められる「所得割額」を合計して、個人単
　位で計算されます。 
○　所得の低い方には、保険料の均等割額を世帯の所得水準に合わせた、７割・５割・２割の軽減制度があります。 
 
　愛知県の広域連合の保険料 
 
 
 
 
※　均等割額と所得割率は２年ごとに広域連合で見直されます。 
※　年金収入だけの被保険者については、収入額が１５３万円以下の場合には所得割額は賦課されません。 
※　保険料の賦課限度額は、年間一人５０万円です。 
 
　所得の低い方の軽減制度 
　軽減割合　　　軽減後の 
　　　　　　　均等割額(円) 　　

世帯（被保険者および世帯主）の総所得金額が下記の方 

　７割軽減　　 １２,０００円　　 「基礎控除額（３３万円）」を超えない世帯 

　５割軽減　 　２０,０００円　　 「基礎控除額（３３万円）＋２４.５万円×世帯の人数（本人を除く）」を超えない世帯 

　２割軽減　　 ３２,１００円 　　「基礎控除額（３３万円）＋３５万円×世帯の人数」を超えない世帯 

　※　６５歳以上の年金所得を算出する際、通常よりも１５万円さらに控除されます。 
　※　被保険者本人および世帯主の所得が確認できないと軽減されません。確定申告などを忘れずに行ってください。 

保険料の決め方 
均等割額 
４０,１７５円   総所得金額   × 

所得割率 
７.４３％ 

所得割額 
一人当たり 
保険料 

＋ ＝ 


